
岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金交付要綱 

 

令和4年7月22日決裁 

   改正 令和5年4月28日決裁 

改正 令和6年4月30日決裁 

改正 令和6年11月25日決裁 

改正  令和7年4月9日決裁 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、本市における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出

の削減を図るため、予算の範囲で行う岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金（以下「補助金」

という。）の交付に関し、岐阜市補助金等交付規則（平成10年岐阜市規則第55号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 太陽光発電設備 太陽光を利用して電力を発生させる設備及びパワーコンディショナー、

架台その他のこれに附属する設備をいう。 

(2) 蓄電池 充電を行うことで電気を蓄え、繰り返し使用することができる電池（二次電池）

をいう。 

(3) 住宅 次に掲げる家屋をいう。 

ア 専用住宅（常時居住の用に供する家屋をいう。） 

イ 併用住宅（その一部を常時居住の用に供する家屋をいう。） 

(4) エネルギー起源二酸化炭素 燃料の燃焼で発生し、排出される二酸化炭素をいう。 

（補助事業の内容） 

第3条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 

(1) 自ら居住する目的で、太陽光発電設備に附帯する蓄電池が設置された市内の住宅を新築

し、又は購入すること。 

(2) 自ら居住する市内の住宅において、新たに太陽光発電設備に附帯する蓄電池を設置する

こと。 

（補助対象設備） 

第4条 補助金の交付の対象となる蓄電池（以下「補助対象設備」という。）は、次に掲げる

要件を全て満たすものとし、エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものとす

る。 

(1) 商用化され、導入実績があること。 

(2) 太陽光発電設備の附帯設備であること。 



(3) 中古設備でないこと。 

(4) リース設備でないこと。 

(5) 平時において充放電を繰り返すことを前提としたものであること。 

(6) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 

(7) 初期実効容量が1kWｈ以上であること。 

(8) 定置型であること。 

（補助対象者） 

第5条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 第12条の規定による実績報告の時点において、補助事業に係る住宅が所在する土地に住

所を有し、当該住所が住民基本台帳に記録されている者であること。 

(2) 市税その他の本市に対する諸納付金等を滞納していない者であること。 

(3) 補助対象設備について、国、公共団体等から他に補助金、助成金その他これらに類する

交付金を受けていない者であること。 

（補助対象経費） 

第6条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象設備

の購入費用及びその設置に係る工事費用とする。 

（補助金の額等） 

第7条 補助金の額は、補助対象経費（消費税及び地方消費税を除く。）の3分の1の額（1,000

円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。）とし、5万円を限度とする。 

2 補助金を交付することができる回数は、住宅1戸につき1回を限度とする。 

（交付の申請） 

第8条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、岐阜市家庭用蓄電

池普及促進補助金交付申請書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請するもの

とする。 

(1) 見積書その他の補助対象設備の設置に係る費用を証する書類の写し 

(2) 補助対象設備の設置場所及び付近の見取図 

(3) 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し 

(4) 委任状（補助金の申請に係る事務を委任する場合に限る。） 

(5) 申請者本人であることを確認することができる書類（運転免許証、個人番号カードその

他の官公署が発行したものに限る。）の写し 

(6) 補助金の振込先を確認できる書類の写し 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第9条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定は、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補

助金交付決定通知書（様式第2号）により、申請者に通知するものとする。 



2 規則第5条第3項の規定による補助金の不交付の決定は、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助

金不交付決定通知書（様式第3号）により申請者に通知するものとする。 

（補助事業の着手） 

第10条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受けた後でなければ、補助事業に係る

契約を締結してはならない。 

（変更等の承認申請） 

第11条 規則第11条の規定による補助事業の計画の変更（補助金の額に変更を生じない計画変

更を除く。）、中止又は廃止の承認の申請は、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金補助事業

計画（変更・中止・廃止）承認申請書（様式第4号）を市長に提出して行うものとする。 

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認め

たときは、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金補助事業計画（変更・中止・廃止）決定通知

書（様式第5号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

3 補助事業者は、第1項の補助金の額に変更を生じない補助事業の計画の変更を行うときは、

次条の規定により実績報告書を提出する日の前日までに、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助

金補助事業計画変更届出書（様式第6号）に当該変更の内容を確認することができる書類を

添えて市長に届け出るものとする。 

（実績報告書） 

第12条 規則第15条の規定による実績報告は、補助対象設備の設置が完了した後、岐阜市家庭

用蓄電池普及促進補助金実績報告書（様式第7号。以下「実績報告書」という。）及び次に

掲げる書類を市長に提出して行うものとする。 

(1) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書等の写し 

(2) 補助対象設備の領収書及び領収内訳書の写し 

(3) 補助対象設備の保証書の写し 

(4) カラー写真（補助対象設備の本体、補助対象設備に貼付された銘板及び補助対象設備を

含む建物全体それぞれのもの） 

(5) 太陽光発電設備と直接連系していることを確認することができる書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

2 前項の規定による実績報告は、次に掲げる日のいずれか早い日までに行うものとする。 

(1) 次に掲げる日のいずれか遅い日から起算して2か月を経過した日（その日が日曜日、土

曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日

法による休日」という。）と重なった場合は、その直前の日曜日、土曜日又は当該休日で

ない日） 

ア 補助対象設備の支払完了日 

イ 補助対象設備の保証が開始された日 

(2) 第8条の規定による交付の申請をした日の属する年度の2月末日（その日が日曜日、土曜



日又は祝日法による休日と重なった場合は、その直前の日曜日、土曜日又は当該休日でな

い日） 

（補助金の額の確定） 

第13条 規則第16条の規定による補助金の額の確定の通知は、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補

助金交付額確定通知書（様式第8号。以下「確定通知書」という。）により補助事業者に行

うものとする。 

2 補助事業者は、前項の規定により確定の通知を受けた後において、当該補助金に関して、

違約金、返還金その他の補助金に代わる収入を受けたことによって前条の規定により報告し

た補助金の額を減額すべき事情があるときは、同条の規定に準じて補助金の額を減額した実

績報告書を市長に提出するものとする。 

3 市長は、前項の規定により実績報告書の提出を受けたときは、規則第16条の規定に準じて

改めて補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

4 市長は、前項の規定により補助金の額を改めて確定した場合において、当該改めて確定し

た額を超える補助金を補助事業者に既に交付しているときは、その超える部分に係る補助金

の交付決定を取り消し、その返還を命ずるものとする。 

5 前項の規定による補助金の返還の期限は、その命令のなされた日の翌日から起算して20日

以内とし、期限内に納付がない場合は、規則第21条第4項の規定に準じて延滞金を徴するも

のとする。 

（財産処分の制限） 

第14条 規則第24条の規定による財産処分（廃棄を含む。）に係る市長の承認の申請は、あら

かじめ（天災その他自己の責めに帰することができない事由がある場合にあっては、事後に

遅滞なく）、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金財産処分承認申請書（様式第9号）を市長

に提出して行うものとする。 

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認め

たときは、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金財産処分承認通知書（様式第10号）により、

当該申請をした者に通知するものとする。 

3 規則第24条第2号の別に定める機械及び重要な器具は、取得単価が50万円以上の設備とする。 

（情報通信技術を利用する手続等） 

第15条 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める岐阜市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例（令和4年岐阜市条例第42号。以下「情報通信技術活用条例」と

いう。）の規定（準用する場合を含む。）によることができる。 

(1) 第11条第3項の規定による届出及び前条第1項の規定による申請 情報通信技術活用条

例第3条第1項から第3項まで 

(2) 第9条第2項、第11条第2項及び前条第2項の規定による通知 情報通信技術活用条例第4

条第1項から第3項まで 



 （その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

1 この要綱は、令和4年8月1日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （交付手続の特例） 

2 第10条の規定は、令和4年4月1日から施行日の前日までの間に補助事業に係る契約を締結し

た補助事業者については、適用しない。 

3 前項の規定の適用を受ける補助事業者が第12条第1項の規定による実績報告をする場合にあ

っては、同条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる日のいずれか早い日までに行うものと

する。 

(1) 第9条の規定による交付決定を通知した日から起算して2か月を経過した日（その日が祝

日法による休日と重なった場合は、その直前の当該休日でない日） 

(2) 第8条の規定による交付の申請をした日の属する年度の3月の第1金曜日（その日が祝日

法による休日と重なった場合は、その直前の当該休日でない日） 

附 則 

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和6年6月3日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。 

（経過措置） 

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により作成されている用紙は、この

要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和7年6月2日から施行する。 



様式第1号（第8条関係） 

     年   月   日  

 

（あて先）岐阜市長 

 

 

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金交付申請書 

 

 

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金の交付を受けたいので、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補

助金交付要綱第8条の規定により次のとおり申請します。 

 

 

【申請者】 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

住 所 
〒 

連 絡 先 

（電話番号） 
 

メールアドレス  

 

【申請する補助事業】 

補 助 金 交 付 申 請 額                      円（1,000円未満切捨て） 

補 助 対 象 設 備 の 

設 置 概 要 
設備設置概要書（別紙） 

設 置 住 所 

□ 上記の住所と同じ 

〒 

 

岐阜市 

建 築 区 分 

（ い ず れ か に☑） 
□ 新築住宅    □ 建売住宅    □ 既存住宅 

住 宅 の 種 類 

（ い ず れ か に☑） 
□ 専用住宅           □ 併用住宅 

Ｆ Ｉ Ｔ 制 度  ※ 

（ い ず れ か に☑） 

   □ 認定予定           □ 認定中 

   □ 適用期間が終了した      □ 認定を受けない 

※ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくＦＩＴ制度をいう。 



（裏面） 

 

【補助事業に係る確認事項】（該当するもの全てにチェック） 

□ 
申請者は、補助対象設備について、国、公共団体等から他に補助金、助成金その他これら

に類する交付金を受けていない。 

□ 申請者は、岐阜市税その他の本市に対する諸納付金等を滞納していない。 

□ 申請者は、岐阜市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等でない。 

□ 

この補助金の交付に関する事務に必要な範囲内で申請者の住民基本台帳関係情報及び

地方税関係情報を公簿等で確認するほか、この申請書及び申請書に添付した書類の内

容について、岐阜市が関係機関等に調査し、及び確認することに同意します。 

□ 
岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金の交付の決定通知を表面の電子メールアドレス宛

の送付により受け取ることを希望します。※書面での通知は、必要ありません。 

 

 

  



別紙（様式第1号） 

 

設備設置概要書 

1 申請者 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

 

2 申請する補助事業 

補助事業の完了予定日※1   年   月   日～   年   月   日 

メ ー カ ー 名  

型 式  

施 工 業 者 

団体名称      

                             

代表者の氏名                       

所 在 地                         

電話番号           ＦAＸ番号          

【担当者】  

氏名                           

連絡先（電話番号）                    

メールアドレス                      

補 助 対 象 経 費※2 

内 訳 金 額 （ 税 抜 き ） 備 考 

蓄 電 池 の  

購 入 費 ※3 
円 

 

 

工 事 費※4 円 
 

 

合 計（A） 円 
 

 

蓄電池の蓄電容量          kWh         

補助金交付申請額 

（A）÷3 ※5 
             円（1,000円未満切捨て） 

※1 補助事業の完了予定日は、補助対象設備の支払完了日又は補助対象設備の保証が開始された日

のいずれか遅い方の予定の日付を記載してください。 
※2 金額は、税抜きで記載してください。 

※3 蓄電池に附帯する設備の購入費を含みます。 

※4 工事費は、補助事業において行われる工事のうち、蓄電池の設置に係る部分の費用に限ります。 

※5 上限額を5万円としてください。  



(裏面) 

 
添付書類 

1 見積書その他補助対象設備の設置に係る費用を証する書類の写し 

2 補助対象設備の設置場所及び付近の見取図 

3 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し 

4 委任状（補助金の申請に係る事務を委任する場合に限る。） 

5 申請者本人であることを確認することができる書類（運転免許証、個人番号カードその他

の官公署が発行したものに限る。）の写し 

6 補助金の振込先を確認できる書類の写し 

7 その他市長が必要と認める書類 

 

  



様式第2号（第9条関係） 

岐阜市指令  第  号  

    年  月  日  

              様 

 

 

岐阜市長            

 

 

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請がありました岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金の交付

については、次のとおり決定したので岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金交付要綱第9条第1項

の規定により通知します。 

 

補助金の交付決定金額                円 

交 付 の 条 件 

1 岐阜市補助金等交付規則及び岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助

金交付要綱の規定を遵守すること。 

2 減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数（以

下「法定耐用年数」という。）の期間内においては、善良な管理

者の注意をもって補助対象設備を適正に使用し、管理すること。 

3 法定耐用年数の期間内においては、補助対象設備を処分しよう

とするときには、あらかじめ岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金

財産処分承認申請書（様式第9号）を市長に提出すること。 

4 補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応

じて市が現地調査等を行うときは、遅滞なくこれに応じること。 

5 事業の成果を示すデータの提供等、当該補助金に関する市長か

らの協力の求めに応じること。 

備 考 
監査委員等が必要と認めたときは、地方自治法等の規定により監

査、調査等を行うことがあります。 

 

  



様式第3号（第9条関係） 

岐阜市指令    第  号  

    年  月  日  

              様 

 

 

岐阜市長           

 

 

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金不交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請がありました岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金の交付

については、次の理由から交付しないこととしましたので、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助

金交付要綱第9条第2項の規定により通知します。 

 

1 交付しないこととした理由 

 

 

  



様式第4号（第11条関係） 

     年   月   日  

（あて先）岐阜市長 

申請者 住  所                  

フリガナ                  

氏  名                  

電話番号                  

メールアドレス                  

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金補助事業計画（変更・中止・廃止）承認申請書 

 

先に交付の決定を受けた岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金に関し、補助事業の計画の変更、

中止又は廃止の承認を受けたいので、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金交付要綱第11条第1

項の規定により次のとおり申請します。 

 

 

補 助 金 の 交 付 決 定 
指令年月日    年   月   日 

指 令 番 号 岐阜市指令     第     号 

計画の変更・中止・廃止の別 □ 変更  □ 中止  □ 廃止 

計画の変更・中止・廃止の理由   

 

計画の変更の内容（設備設置概要書その他変更の内容を確認することができる書類を添付し

てください。） 

計画の変更の区分 変更前 変更後 

補 助 金 交 付 申 請 額          円          円 

※ 補助金の額に変更を生じない補助事業の計画の変更は「岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助

金補助事業計画変更届出書」（様式第6号）を提出してください。 

 

□ 私は、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金の補助事業計画の変更・中止・廃止の決定通知

を上記の電子メールアドレス宛の送付により受け取ることを希望します。※書面での通知

は、必要ありません。 

 



 

様式第5号（第11条関係） 

岐阜市指令   第  号  

    年  月  日  

              様 

 

 

岐阜市長           

 

 

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金補助事業計画（変更・中止・廃止）決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請がありました岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金に係る

補助事業の計画の変更、中止又は廃止については、次のとおり承認しますので岐阜市家庭用蓄

電池普及促進補助金交付要綱第11条第2項の規定により通知します。 

 

1 承認する計画の変更・中止・廃止の別 

変更・中止・廃止 

 

2 補助金の交付決定金額 

(1) 変更前                円 

(2) 変更後                円 

 

3 その他変更事項 

(1) 変更前                  

(2) 変更後                  

 



様式第6号（第11条関係） 

     年   月   日  

（あて先）岐阜市長 

届出者 住  所                  

フリガナ                  

氏  名                  

電話番号                  

メールアドレス                  

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金補助事業計画変更届出書 

 

先に交付の決定を受けた岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金に関し、補助事業の計画の変更

（補助金の変更を生じないものに限る。）がありますので、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助

金交付要綱第11条第3項の規定により次のとおり届け出ます。 

補 助 金 の 交 付 決 定 
指 令 年 月 日      年   月   日 

指 令 番 号 岐阜市指令      第    号 

計 画 の 変 更 の 理 由 
 

 

 

計画の変更の内容（変更の内容を確認することができる書類を添付してください。） 

計画の変更の区分 変更前 変更後 

補 助 事 業 の 完 了 予 定 日   

補助対象設備 
メ ー カ ー 名   

型   式   

補 助 対 象 経 費   

そ の 他 
   

   

  



様式第7号（第12条関係） 

     年   月   日  

（あて先）岐阜市長 

報告者 住  所                  

フリガナ                  

氏  名                  

電話番号                  

メールアドレス                  

 

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金実績報告書 

 

先に交付の決定を受けた岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金に関し、補助事業が完了したの

で、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金交付要綱第12条の規定により次のとおり報告します。 

補 助 金 の 交 付 決 定 

指令年月日      年   月   日 

指 令 番 号 岐阜市指令      第    号 

補 助 金 の 交 付 決 定 金 額             円 

補 助 事 業 の 完 了 日 ※      年   月   日 

補 助 対 象 設 備 の 支 払 完 了 日      年   月   日 

補助対象設備の保証が開始された日      年   月   日 

※ 補助事業の完了日は、補助対象設備の支払完了日又は補助対象設備の保証が開始された日のい

ずれか遅い方の日付を記載してください。 

添付書類 

1 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書等の写し 

2 補助対象設備の領収書及び領収内訳書の写し 

3 補助対象設備の保証書の写し 

4 カラー写真（補助対象設備の本体、補助対象設備に貼付された銘板及び補助対象設備を

含む建物全体それぞれのもの） 

5 太陽光発電設備と直接連系していることを確認することができる書類 

6 その他市長が必要と認める書類 

□ 私は、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金の額の確定通知を上記の電子メールアドレス宛

の送付により受け取ることを希望します。※書面での通知は、必要ありません。



様式第8号（第13条関係） 

岐阜市指令    第  号  

    年  月  日  

              様 

 

 

岐阜市長           

 

 

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金交付額確定通知書 

 

    年  月  日付けで実績報告がありました岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金に

ついては、次のとおり補助金の額を確定しましたので、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金交

付要綱第13条の規定により通知します。 

 

補 助 金 の 交 付 決 定 
指 令 年 月 日      年   月   日 

指 令 番 号 岐阜市指令     第   号 

補助金の交付確定金額                円 

 

備考 

1 補助金の振込みには、1か月程度かかります。 

2 補助金の振込通知は、送付しません。通帳を記帳してご確認ください。 

3 補助金の振込みについては、申請者本人から問い合わせてください。 

  



様式第9号（第14条関係） 

     年   月   日  

 

（あて先）岐阜市長 

申請者 住  所                  

フリガナ                  

氏  名                  

電話番号                  

メールアドレス                              

 

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金財産処分承認申請書 

 

先に岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金を受けて設置した補助対象設備を、減価償却資産の

耐用年数等に関する省令に定める耐用年数の期間内において、補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供すること（以下「財産処分」という。）

の承認を受けたいので、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金交付要綱第14条第1項の規定によ

り次のとおり申請します。 

補 助 金 の 交 付 決 定 
指 令 年 月 日      年   月   日 

指 令 番 号 岐阜市指令       第       号 

補 助 対 象 設 備 

 

 

 

財 産 処 分 の 内 容 

 

 

 

財 産 処 分 の 時 期 
年   月   日から 

（     年   月   日まで） 

財 産 処 分 を す る 理 由 

 

 

 

 

□ 私は、岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金に係る財産処分の承認通知を上記の電子メール

アドレス宛の送付により受け取ることを希望します。※書面での通知は、必要ありません。 

 

 



 

様式第10号（第14条関係） 

岐阜市    第  号  

    年  月  日  

              様 

 

岐阜市長            

 

岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金財産処分承認通知書 

 

    年  月  日付けで申請がありました岐阜市家庭用蓄電池普及促進補助金を受け

て設置した補助対象設備の財産処分については、次のとおり承認しますので岐阜市家庭用蓄電

池普及促進補助金交付要綱第14条第2項の規定により通知します。 

補 助 金 の 交 付 決 定 
指 令 年 月 日      年   月   日 

指 令 番 号 岐阜市指令       第       号 

補 助 対 象 設 備 

 

 

 

財 産 処 分 の 内 容 

 

 

 

財 産 処 分 の 時 期 
年   月   日から 

（     年   月   日まで） 

 


